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「公図」解説の決定版！ 

5 訂増補版では、公図に関する“判例”を大幅に追加！ 
  公図は、なぜ重要視されるのか？ 
  「公図は権威ある資料」（東京地裁判決）だから 

法令、判例、学説、先例、実例などを網羅！ 
 

さらには“法 14 条地図作製作業”“既存地図整備事業”“地図混乱地域対策事業”な
ど、土地をめぐる地図整備の方策も詳述しています。 
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〔附 録〕 
 １ 土地台帳法 
 ２ 土地台帳法施行令 
 ３ 土地台帳法施行細則 
 ４ 土地台帳事務取扱要領（昭和 29 年・32 年） 
 ５ 土地台帳の事務取扱いについて（同 37 年） 
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 ７ 不動産登記事務取扱手続準則（抄）（同 38 年） 
 ８ 不動産登記事務取扱手続準則（抄）（同 46 年） 
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